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正
の
維
持
、
旅
行
の
安
全
の
確
保
、
旅
行
者
の
利
便

の
増
進
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
自
治
体
ツ
ア
ー
の
場
合
は
、
主
催
者

は
民
間
事
業
者
で
は
な
く
自
治
体
で
あ
り
、
ツ
ア
ー

実
施
の
目
的
は
地
域
住
民
に
対
す
る
教
育
や
福
祉
と

い
っ
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
一
環
で
実
施
さ
れ
て
い
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
旅
行
で
利
益
を
上
げ
る
こ
と

も
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
大
半
は
参
加
者
が

支
払
う
対
価
だ
け
で
は
賄
え
ず
、
税
金
等
で
補
填
す

る
な
ど
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（
仮
に
自
治
体
ツ
ア
ー
が
利
益
を
目
的
と
し
て
い
る

よ
う
で
あ
れ
ば
、
旅
行
業
と
し
て
の
ル
ー
ル
に
服
す

る
こ
と
に
な
る
。）。

ま
た
、
自
治
体
は
競
合
他
社
な
ど
の
ラ
イ
バ
ル
が

存
在
せ
ず
、
倒
産
リ
ス
ク
も
ほ
ぼ
あ
り
得
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
一
般
的
に
旅
行
業
者
に
課
さ
れ
て
い
る

旅
行
業
法
上
の
義
務
を
そ
の
ま
ま
一
律
に
自
治
体
ツ

ア
ー
の
場
合
に
も
適
用
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
求

め
ら
れ
て
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

１　

は
じ
め
に

従
前
よ
り
、
地
方
自
治
体
や
教
育
委
員
会
な
ど
の

公
的
機
関
（
以
下
「
自
治
体
」
と
い
う
。）
が
、
当

該
自
治
体
に
在
住
の
小
中
学
生
等
を
対
象
に
、
夏
休

み
の
キ
ャ
ン
プ
等
の
ツ
ア
ー
（
以
下
「
自
治
体
ツ

ア
ー
」
と
い
う
。）
を
主
催
し
て
き
た
と
こ
ろ
だ
が
、

こ
こ
最
近
、
自
治
体
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
自
治
体

ツ
ア
ー
の
実
施
は
旅
行
業
法
に
抵
触
す
る
の
で
は
な

い
か
と
の
懸
念
が
広
が
り
、
ツ
ア
ー
の
開
催
が
突
然

中
止
に
な
る
事
態
が
相
次
い
だ
。

そ
も
そ
も
、
旅
行
業
法
で
は
、
報
酬
を
得
て
、
運

送
又
は
宿
泊
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
手
配
す
る
行
為
を

「
旅
行
業
」
と
し
て
定
義
し
て
お
り
（
旅
行
業
法
第

２
条
）、
旅
行
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
観
光
庁

長
官
の
行
う
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
し
て
い
る
（
同
法
第
３
条
）。
旅
行
業
法
は
、
旅

行
の
取
扱
い
を
民
間
事
業
者
の
経
済
活
動
に
委
ね
る

こ
と
を
原
則
と
し
つ
つ
、
旅
行
業
が
一
般
消
費
者
を

広
く
相
手
に
し
、
旅
行
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
前
に
対
価

を
収
受
す
る
な
ど
の
商
売
上
の
性
質
を
有
す
る
こ
と

か
ら
、
旅
行
業
者
が
利
用
者
の
身
体
又
は
財
産
に
損

害
を
与
え
る
よ
う
な
行
為
を
行
う
こ
と
が
な
い
よ

う
、
一
定
の
ル
ー
ル
を
課
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は

旅
行
業
者
に
営
業
保
証
金
を
供
託
す
る
こ
と
（
同
法

第
７
条
）
や
、
旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
を
選
任
す
る

こ
と
（
同
法
第
11
条
の
２
）
な
ど
を
旅
行
業
者
に
義

務
付
け
る
こ
と
で
、
旅
行
業
務
に
関
す
る
取
引
の
公

行
政
通
知
の
読
み
方
・
使
い
方

連
載

第
11
回
連
載

第
11
回

解
説
・

山
下
　
太
郎
（
観
光
庁
観
光
産
業
課
専
門
官
）

この連載では、自治体法務に
関わる行政通知を取り上げ、
通知の発出元に、発出の背景
や読み方、使い方などを解説
していただきます。

自
治
体
が
関
与
す
る
ツ
ア
ー
実
施
に
係
る
旅
行
業
法
上
の

取
扱
い
に
つ
い
て

平
成
29
年
７
月
28
日
観
観
産
第
１
７
３
号
、

各
都
道
府
県
旅
行
業
担
当
課
長
宛　

観
光
庁
参
事
官
（
産
業
政
策
担
当
）
通
知
）

（

①
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こ
の
た
め
、
自
治
体
ツ
ア
ー
に
つ
い
て
、
旅
行
業

法
の
適
用
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
ツ

ア
ー
に
つ
い
て
、「
営
利
性
」
や
「
事
業
性
」
の
観

点
か
ら
判
断
す
る
こ
と
と
し
、「
営
利
性
」
や
「
事

業
性
」
が
な
い
と
し
て
一
定
の
要
件
を
満
た
す
も
の

に
つ
い
て
は
、
旅
行
業
に
該
当
し
な
い
こ
と
に
つ
い

て
明
確
化
を
図
る
べ
く
、「
自
治
体
が
関
与
す
る
ツ

ア
ー
実
施
に
係
る
旅
行
業
法
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」

（
平
成
29
年
７
月
28
日
観
観
産
第
１
７
３
号
、
各
都

道
府
県
旅
行
業
担
当
課
長
宛
、
観
光
庁
参
事
官
（
産

業
政
策
担
当
）
通
知
。
以
下
「
通
知
」
と
い
う
。）

を
都
道
府
県
宛
て
に
発
出
し
た
。
今
回
は
そ
の
内
容

に
つ
い
て
解
説
す
る
。

２　

通
知
の
概
要

（
１
）
自
治
体
ツ
ア
ー
の
定
義

通
知
で
は
、ま
ず
前
提
と
し
て
、自
治
体
が
ツ
ア
ー

の
実
施
に
関
与
す
る
も
の
の
う
ち
、
自
治
体
が
実
質

的
に
ツ
ア
ー
の
企
画
・
運
営
に
関
与
し
て
い
る
も
の

を
対
象
に
し
て
い
る
。
名
目
上
、
自
治
体
以
外
が
ツ

ア
ー
を
実
施
し
て
い
る
場
合
で
も
、
自
治
体
が
実
質

的
・
最
終
的
に
ツ
ア
ー
の
企
画
・
運
営
に
関
与
し
て

い
る
と
認
め
ら
れ
れ
ば
よ
く
、
自
治
体
の
後
援
や
協

賛
等
の
形
式
は
問
わ
な
い
。

（
２
）「
営
利
性
」「
事
業
性
」
の
３
要
件

自
治
体
ツ
ア
ー
が
「
営
利
性
」「
事
業
性
」
を
有

す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
３
要
件
か
ら
判
断

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
３
要
件
と
は
、

①
参
加
費
等
の
名
目
を
問
わ
ず
、
参
加
者
か
ら
徴

収
す
る
金
員
で
は
収
支
を
償
う
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と

②
日
常
的
に
反
復
継
続
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
な

い
こ
と

③
不
特
定
多
数
の
者
に
募
集
を
行
う
も
の
で
な
い

こ
と

で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
①
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
ツ
ア
ー
は

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
一
環
と
し
て
実
施
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
参
加
者
か
ら
集
金
を

し
た
と
し
て
も
赤
字
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
営
利
性
が
な
い
こ
と
の
証
明
に
な
る
。

②
の
反
復
継
続
性
に
つ
い
て
は
、
事
業
性
の
判
断

基
準
で
あ
る
。
反
復
継
続
性
と
は
、
年
間
何
回
ま
で

な
ら
反
復
継
続
性
が
な
く
て
、
何
回
以
上
な
ら
あ
る

の
か
、
と
一
律
に
線
を
引
け
る
も
の
で
は
な
い
。
ツ

ア
ー
の
内
容
や
条
件
な
ど
か
ら
、
個
別
・
具
体
的
に

判
断
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

③
の
不
特
定
多
数
の
者
に
募
集
を
行
う
か
ど
う
か

に
つ
い
て
も
、
事
業
性
の
判
断
基
準
と
な
る
。
旅
行

業
者
で
あ
れ
ば
、
お
よ
そ
募
集
の
範
囲
が
限
定
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
が
、
自
治
体
ツ
ア
ー
は
主
と
し
て
住

民
サ
ー
ビ
ス
の
一
環
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
自
ず
と
募
集
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
例
え
ば
、募
集
の
範
囲
が
当
該
自
治
体
に
在
住
・

在
勤
の
者
に
限
ら
れ
る
場
合
は
、
何
ら
問
題
が
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、町
内
会
や
自
治
会
な
ど
の
組
織（
団
体
）が
、

当
該
組
織
に
所
属
す
る
者
か
ら
参
加
者
を
募
っ
て
実

施
す
る
ツ
ア
ー
の
扱
い
は
、
自
治
体
ツ
ア
ー
と
も
、

旅
行
業
者
の
扱
い
と
も
異
な
る
。こ
れ
ら
は
組
織（
団

体
）
内
の
顔
見
知
り
の
範
囲
内
の
旅
行
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
不
特
定
多
数
に
募
集
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
旅

行
業
法
の
規
制
の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る（
後
述
す
る
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ツ
ア
ー
と
の
関
連
で
紹
介
す
る
。）。

（
３
）
安
全
確
保
の
義
務

自
治
体
ツ
ア
ー
と
し
て
の
実
施
で
あ
っ
て
も
、
主

催
者
が
旅
行
者
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
は
当
然
に

求
め
ら
れ
る
。
自
治
体
ツ
ア
ー
の
主
催
者
は
、
旅
行

業
法
の
趣
旨
で
あ
る
旅
行
者
の
身
体
的
及
び
財
産
的

安
全
の
保
護
並
び
に
旅
行
目
的
が
達
成
さ
れ
る
こ
と

を
確
保
し
た
上
で
、
ツ
ア
ー
を
実
施
す
る
よ
う
努
め

る
べ
き
で
あ
る
。

自
治
体
ツ
ア
ー
に
旅
行
業
法
の
適
用
は
な
い
の
で

法
的
な
意
味
で
の
義
務
で
は
な
い
が
、
通
知
で
は
、

主
催
者
が
参
加
者
に
対
し
て
社
会
通
念
上
当
然
に
果

た
す
べ
き
役
割
と
し
て
、
安
全
及
び
旅
行
目
的
の
確



行政通知の読み方・使い方

81◆自治体法務研究 2018・春

保
の
た
め
の
留
意
事
項
を
定
め
て
お
り
、
自
治
体
ツ

ア
ー
の
主
催
者
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

①
旅
行
の
企
画
・
募
集
の
段
階
か
ら
責
任
を
持
っ

て
遂
行
で
き
る
責
任
者
を
置
く
こ
と

旅
行
業
者
は
、
旅
行
業
法
に
基
づ
き
、
旅
行
業
務

取
扱
管
理
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
旅
行

業
務
取
扱
管
理
者
は
旅
行
者
に
旅
行
サ
ー
ビ
ス
を
安

全
か
つ
確
実
に
提
供
す
る
た
め
に
、
法
令
や
旅
行
約

款
そ
の
他
の
旅
行
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
知
識
を
有
す

る
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
あ
る
。
自
治
体
ツ
ア
ー
に
つ
い

て
は
、
そ
こ
ま
で
の
要
件
は
必
要
と
さ
れ
な
い
が
、

責
任
体
制
が
曖
昧
に
な
ら
な
い
よ
う
、
責
任
者
を
置

く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

②
責
任
者
は
催
行
し
よ
う
と
す
る
旅
行
に
関
す
る

法
令
に
つ
い
て
確
実
な
知
識
を
持
つ
こ
と

自
治
体
ツ
ア
ー
で
貸
切
バ
ス
を
使
っ
た
ツ
ア
ー
を

企
画
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
最
低
限
、
道
路
運
送
法
上

の
貸
切
バ
ス
の
安
全
に
関
す
る
規
制
を
正
し
く
理
解

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
法
定
下
限
運
賃
を

割
る
よ
う
な
値
下
げ
を
要
請
し
、
貸
切
バ
ス
の
安
全

に
係
る
法
令
違
反
に
関
与
す
る
よ
う
な
こ
と
が
な
い

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
当

該
ツ
ア
ー
に
関
連
す
る
法
令
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
違

反
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
責
任
者
は
確
実
な
知
識

を
持
つ
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

③
責
任
者
が
、
旅
程
が
安
全
面
に
お
い
て
問
題
な

く
、
か
つ
旅
行
目
的
を
達
成
し
て
い
る
と
判
断

す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と

責
任
者
は
旅
行
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
綿
密
に
組

み
、
事
前
に
旅
行
の
安
全
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
の

か
、シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
旅
行
が
本
来
の
目
的
を
達
成
す
る
内
容
に

な
っ
て
い
る
の
か
、
チ
ェ
ッ
ク
す
る
必
要
が
あ
る
。

④
旅
行
中
に
連
絡
が
取
れ
る
責
任
者
を
置
く
こ
と

万
が
一
、
旅
行
者
が
事
故
や
事
件
に
巻
き
込
ま
れ

た
場
合
に
、ツ
ア
ー
の
参
加
者
本
人
や
そ
の
保
護
者
、

又
は
警
察
や
消
防
等
に
も
迅
速
な
連
絡
が
行
え
る
よ

う
、
ツ
ア
ー
開
始
前
に
参
加
者
名
簿
の
作
成
や
緊
急

連
絡
体
制
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
旅

行
中
は
24
時
間
連
絡
が
取
れ
る
体
制
を
構
築
す
る
必

要
が
あ
る
。

⑤
事
故
発
生
時
の
損
害
賠
償
に
備
え
て
損
害
賠
償

責
任
保
険
加
入
等
の
措
置
が
取
ら
れ
て
い
る
こ

と
万
が
一
、
旅
行
者
が
事
故
や
事
件
に
巻
き
込
ま
れ

た
場
合
で
、
損
害
を
負
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
損
害

を
迅
速
に
回
復
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
自

治
体
と
い
え
ど
も
旅
行
催
行
前
に
保
険
に
加
入
し
て

お
く
方
が
望
ま
し
い
。
な
お
、
保
険
に
は
損
害
賠
償

保
険
の
み
な
ら
ず
、
イ
ベ
ン
ト
保
険
や
団
体
傷
害
保

険
な
ど
も
あ
り
得
る
。

３　

お
わ
り
に

本
通
知
は
、
自
治
体
が
主
催
す
る
ツ
ア
ー
で
営
利

性
・
事
業
性
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
取
扱
い
を
明

確
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
営
利
性
・
事
業
性
を
帯

び
る
よ
う
な
形
態
で
行
う
場
合
は
旅
行
業
者
に
委
任

す
る
と
い
う
や
り
方
を
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
通
知
は
あ
く
ま
で
も
自
治
体
が
旅
行
業
者
を
介

さ
ず
と
も
ツ
ア
ー
を
主
催
で
き
る
こ
と
を
明
確
化
し

た
に
過
ぎ
ず
、
旅
行
業
者
を
介
す
る
こ
と
が
否
定
さ

れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
自
治
体
が
旅
行
を
主
催
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
最
初
か
ら
そ
の
道
の
プ
ロ
に
委
ね

る
こ
と
も
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
最
も
適
切
な
手
段

を
選
択
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
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観
光
庁
参
事
官（
産
業
政
策
担
当
）通
知
。
以
下「
通

知
」
と
い
う
。）
を
発
出
し
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ツ
ア
ー

に
限
定
し
た
特
例
を
運
用
す
る
こ
と
と
し
た
。
今
回

は
そ
の
通
知
の
内
容
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

２　

通
知
の
概
要

（
１
）
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ツ
ア
ー
の
主
催
者
に
つ

い
て

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ツ
ア
ー
の
主
催
者
は
、
発
災
を
受

け
て
組
成
さ
れ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
又
は
発
災
を

受
け
て
参
加
者
を
募
集
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
や
自
治

体
、
大
学
等
と
な
る
。
主
催
者
は
任
意
団
体
で
も
よ

く
、
幅
広
い
主
体
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ツ
ア
ー
の
目
的
は
、
あ
く
ま
で
も
被
災
地

の
復
旧
・
復
興
の
た
め
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
実
施
で

あ
る
。
そ
の
他
の
目
的
で
実
施
さ
れ
る
ツ
ア
ー
は
本

特
例
の
対
象
外
と
な
る
。

（
２
）
参
加
者
名
簿
の
届
出

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ツ
ア
ー
を
主
催
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

や
大
学
等
は
、
事
前
に
参
加
者
名
簿
を
被
災
地
又
は

送
り
出
し
の
自
治
体
又
は
社
会
福
祉
協
議
会
等
の
準

公
的
団
体
に
提
出
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
参

加
者
名
簿
の
提
出
先
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
で
あ
れ
ば
、

設
立
の
認
証
を
行
っ
た
自
治
体
が
想
定
さ
れ
る
が
、

１　

は
じ
め
に

台
風
や
地
震
な
ど
、
地
球
温
暖
化
の
影
響
に
よ
り

自
然
災
害
が
多
発
す
る
日
本
に
お
い
て
、
復
旧
・
復

興
の
た
め
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
、被
災
者
の
ニ
ー

ズ
に
き
め
細
か
く
対
応
で
き
る
民
間
の
活
動
と
し
て
、

そ
の
緊
急
性
・
公
益
性
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

平
成
７
年
の
阪
神
淡
路
大
震
災
以
降
の
様
々
な
災

害
の
経
験
を
経
て
、
日
本
で
は
全
国
で
被
災
地
の
復

旧
・
復
興
活
動
に
携
わ
り
た
い
と
い
う
有
志
の
方
々

が
数
多
く
存
在
し
、
こ
れ
ら
の
方
々
を
迅
速
に
組
織
化

し
運
営
す
る
実
績
と
能
力
を
有
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団

体
も
存
在
す
る
。
こ
の
結
果
、
発
災
直
後
か
ら
、
被

災
地
の
要
請
に
基
づ
き
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
迅
速

か
つ
円
滑
に
開
始
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
で
、
旅
行
業
者
は
二
次
災
害
等
の
発
生
に
慎

重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、
被
災
に
よ
り
公
共

交
通
機
関
に
よ
る
現
地
ま
で
の
移
動
や
現
地
で
の
宿

泊
の
手
配
が
困
難
と
な
り
通
常
の
営
業
ス
タ
イ
ル
で

は
対
応
が
困
難
な
こ
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
支

援
で
報
酬
を
得
る
こ
と
に
理
解
を
得
る
こ
と
が
難
し

い
こ
と
な
ど
か
ら
、
発
災
直
後
か
ら
迅
速
に
ツ
ア
ー

の
造
成
を
行
う
こ
と
に
慎
重
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
社
会
福
祉
協
議
会
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
か
ら
、
災
害
発
生
に
伴
い
、
被
災
地
の
復
旧
・

復
興
支
援
を
行
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
派
遣
す
る
ツ

ア
ー
（
以
下
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ツ
ア
ー
」
と
い
う
。）

に
つ
い
て
、
旅
行
業
法
上
の
取
扱
い
が
限
定
的
で
あ

り
、
ツ
ア
ー
の
催
行
が
し
に
く
い
と
の
指
摘
が
さ
れ

て
き
た
。
こ
の
た
め
、
観
光
庁
で
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ツ
ア
ー
に
つ
い
て
、
現
行
の
ま
ま
で
は
旅
行
業
法
の

規
制
に
抵
触
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
よ
り
大
き

な
目
的
で
あ
る
災
害
復
旧
へ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
参

加
を
確
保
す
る
た
め
、
旅
行
業
法
の
目
的
で
あ
る
旅

行
者
の
安
全
・
利
便
性
の
確
保
を
引
き
続
き
図
り
つ

つ
、緊
急
性
・
公
益
性
の
高
い
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ツ
ア
ー

を
円
滑
か
つ
迅
速
に
実
施
で
き
る
よ
う
、「
災
害
時

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ツ
ア
ー
実
施
に
係
る
旅
行
業
法
上

の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
平
成
29
年
７
月
28
日
観
観

産
第
１
７
４
号
、各
都
道
府
県
旅
行
業
担
当
課
長
宛
、

解
説
・

山
下
　
太
郎
（
観
光
庁
観
光
産
業
課
専
門
官
）

災
害
時
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ツ
ア
ー
実
施
に
係
る
旅
行
業
法
上
の

取
扱
い
に
つ
い
て

平
成
29
年
７
月
28
日
観
観
産
第
１
７
４
号
、

各
都
道
府
県
旅
行
業
担
当
課
長
宛　

観
光
庁
参
事
官
（
産
業
政
策
担
当
）
通
知
）

（

②
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特
に
限
定
し
て
お
ら
ず
、
ど
こ
の
自
治
体
又
は
社
会

福
祉
協
議
会
等
に
提
出
し
て
も
問
題
は
な
い
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
が
参
加
者
名
簿
を
事
前
に
提

出
す
る
目
的
で
あ
る
が
、
旅
行
業
法
で
は
、「
相
互

に
日
常
的
な
接
触
の
あ
る
団
体
内
部
で
参
加
者
が
募

集
さ
れ
、
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
が
当
該
団
体
の
構
成
員

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
お
け
る
オ
ー
ガ
ナ

イ
ザ
ー
に
よ
る
参
加
者
の
募
集
は
、
企
画
旅
行
の
実

施
の
た
め
の
直
接
的
な
旅
行
者
の
募
集
と
み
な
さ
れ

な
い
」
と
さ
れ
て
お
り
、（
旅
行
業
法
施
行
要
領
第

一
３
3
（
３
）
ロ
）
参
加
者
名
簿
の
提
出
に
よ
り
、

名
簿
記
載
者
を
「
相
互
に
日
常
的
な
接
触
の
あ
る
団

体
内
部
で
参
加
者
が
募
集
さ
れ
」
た
と
み
な
す
こ
と

で
、
旅
行
業
法
の
適
用
が
な
い
と
す
る
運
用
を
行
う

も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、こ
の
名
簿
の
提
出
は
、ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
ツ
ア
ー
実
施
の
許
可
等
を
提
出
先
に
求
め
る
も
の

で
は
な
い
し
、
提
出
を
受
け
た
自
治
体
に
お
い
て
も

名
簿
掲
載
者
と
実
際
の
参
加
者
を
照
合
す
る
義
務

や
、
ツ
ア
ー
内
容
を
参
加
者
に
保
証
す
る
よ
う
な
責

任
を
負
わ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。

な
お
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ツ
ア
ー
の
参
加
者
に
つ
い

て
、
名
簿
記
載
済
み
で
把
握
済
み
の
成
員
を
対
象
と

し
、
当
該
団
体
が
発
災
後
一
定
の
期
間
内
に
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ツ
ア
ー
を
繰
り
返
し
催
行
す
る
場
合
に
は
、

改
め
て
の
名
簿
の
提
出
は
不
要
で
あ
る
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ツ
ア
ー
が
自
治
体
ツ
ア
ー
と
大
き

く
異
な
る
点
は
、「
営
利
性
」「
事
業
性
」
が
判
断
基

準
で
は
な
い
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
団
体
が
不
特
定
多
数
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ツ
ア
ー
の

参
加
者
募
集
を
行
い
、
報
酬
（
経
済
的
収
入
）
を
得

て
、
旅
行
の
手
配
を
行
っ
た
場
合
で
も
、
旅
行
業
法

に
は
抵
触
し
な
い
。

（
３
）
特
例
を
適
用
す
る
期
間

本
通
知
は
特
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
の
地
域
、

期
間
が
限
定
さ
れ
て
い
る
。適
用
範
囲
に
つ
い
て
は
、

観
光
庁
が
、
発
生
し
た
災
害
の
規
模
・
状
況
に
応
じ

て
、
適
用
の
終
期
を
示
す
こ
と
と
し
て
お
り
、
観
光

庁
の
Ｈ
Ｐ
に
お
い
て
公
表
し
て
い
る
。

現
在
、
災
害
時
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ツ
ア
ー
実
施
に

係
る
通
知
の
適
用
と
な
る
地
域
に
つ
い
て
は
以
下
の

通
り
と
な
っ
て
い
る
（
平
成
29
年
12
月
31
日
時
点
）。

①
平
成
29
年
７
月
の
九
州
北
部
豪
雨
に
よ
る
被
災

地
域

②
平
成
28
年
４
月
14
日
に
発
生
し
た
熊
本
地
震
に

よ
る
被
災
地
域

③
平
成
29
年
９
月
に
発
生
し
た
台
風
18
号
に
よ
る

被
災
地
域
（
大
分
県
）

終
期
に
つ
い
て
は
、
被
災
地
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ニ
ー
ズ
が
な
く
な
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
終
了

す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
平
成
29
年
７
月
22
日
か
ら

の
梅
雨
前
線
に
伴
う
大
雨
に
よ
る
被
災
地
域
（
秋
田

県
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
29
年
９
月
30
日
を
も
っ
て

適
用
を
終
了
し
て
い
る
。

（
４
） 

安
全
確
保
の
義
務

本
通
知
に
お
い
て
も
、
自
治
体
ツ
ア
ー
と
同
様
に
旅

行
業
法
の
趣
旨
で
あ
る
旅
行
者
の
身
体
的
及
び
財
産

的
安
全
の
保
護
及
び
旅
行
目
的
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
、

所
要
の
措
置
を
確
保
し
た
上
で
実
施
す
る
こ
と
が
必
要

と
な
る
。
こ
の
所
要
の
措
置
の
内
容
は
「
自
治
体
ツ
ア
ー

通
知
２
（
３
）」
と
同
様
で
あ
り
、
説
明
は
割
愛
す
る
。

３　

お
わ
り
に

本
通
知
で
認
め
ら
れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ツ
ア
ー
は
、
災

害
か
ら
の
復
旧
・
復
興
の
た
め
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ツ
ア
ー
で

あ
る
。
例
え
ば
被
災
地
を
応
援
す
る
と
称
し
て
観
光
を

メ
イ
ン
に
し
た
ツ
ア
ー
な
ど
は
含
ま
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な

も
の
は
旅
行
業
法
違
反
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
、
本
通
知
は
緊
急
性
・
公
益
性
が
高
い
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
ツ
ア
ー
を
円
滑
か
つ
迅
速
に
実
施
で
き
る

よ
う
に
す
る
た
め
の
特
例
で
あ
り
、
旅
行
業
者
に
ツ

ア
ー
の
手
配
を
依
頼
す
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
た
わ
け

で
は
な
い
。
発
災
直
後
は
公
共
交
通
機
関
が
途
絶
し

た
り
、
宿
泊
施
設
も
通
常
の
営
業
を
行
っ
て
い
な
い

可
能
性
が
あ
る
か
ら
、
旅
行
業
者
も
迅
速
な
手
配
は

困
難
な
場
合
が
想
定
さ
れ
る
が
、
発
災
か
ら
あ
る
程

度
日
数
が
経
過
し
、
こ
う
し
た
問
題
が
ク
リ
ア
さ
れ

て
い
れ
ば
、
自
治
体
ツ
ア
ー
同
様
、
旅
行
業
法
に
基

づ
き
旅
行
業
者
に
任
せ
る
こ
と
も
一
案
で
あ
る
。


